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第1章はじめに

1 計画の目的

インターネットと、携帯電話に代表される移動通信システムは、人々に新

たなコ ミュ ニケーションの機会を提供するインフラとして平成の時代を通

じて発展・普及し、産業・社会に大きな変化をもたらしました。特に携帯電

話は、スマート フォンの普及によってコミュニケーションツールとしての枠

を超え、私たちの生活においてさまざまなことを可能にする、最も身近なデ

ノfイスになりました。

令和の時代を迎え、 1 0 TやA1 (人工知能)、新たな第 5世代移動通信

システム (5G)が登場し、サイバー空間と現実世界を高度に融合させたシ

ステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会

iSociety5.0Jの実現がめざされています。

こうした変化の背景には、時間・場所に制約されないデジタルデータによ

り、経済活動に不可欠となる膨大な情報のやり取りを行うことが可能になり、

働き方をはじめとした従来の枠組みや概念を大きく転換する技術革新が進

展したことにあります。

デジタノレ技術の発展は、産業競争力の強化にとどまらず、持続可能な活力

ある社会の実現や、 地方におけるさまざまな地域課題の解決にも資するもの

ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大をふまえ、デジタル技術を活用し

た社会変革の推進(デジタノレトランスフォーメーション (以下 iDXJとい

う。))の観点を持つことが一層不可欠となっています。

国において、官民のデータ利活用のための環境を総合的かつ効果的に整備

するため、平成 28(2016)年 12月に「官民データ活用推進基本法J(平成

28(2016)年法律第 103号)が公布 ・施行され、同法により、都道府県は、国

が策定する官民データ活用推進基本計画に基づき、当該都道府県の区域にお

ける宮民データ活用推進に関する施策についての基本的な計画(都道府県官

民データ活用推進計画)を策定することとされています。

Society5.0をめざした取組が進む中、新型コロナウイルス感染症の拡大に

より、人々の考え方や働き方は大きく変わりつつあります。ICTやデータ

の積極的な活用は、行政運営の効率化や県民の利便性向上の実現、さらに、

新たな様相を呈している社会のさまざまな課題を解決するための必要不可

欠な前提となっています。これらは、デジタル技術を活用して社会変革を進

めるという DXの考え方に合致するものであり 、以上をふまえ、「みえデジ

タル戦略推進計画J(以下、「本計画」という。)を策定するものです。



2 計画の位置付け

(1)法令上の位置付け

本計画は、官民データ活用推進基本法第 9条に規定する「都道府県官民

データ活用推進計画」として位置付けます。

(2)県総合計画との関係

三重県の総合計画である「みえ県民力ビジ ョン ・第三次行動計画J(以

下、「第三次行動計画Jという。)がめざすべき社会の姿として掲げる 『三

重県らしい、多様で、包容力ある持続可能な社会』の実現を推進するため

の計画として位置付けます。

(3) rスマート改革」 との関係

三重県において令和 2(2020)年度から本格的に実施している「スマート

改革Jは、 ICTの新しい技術等を活用しつつ、業務の生産性向上、働き

方の見直し、地域課題の解決を進めるものであり、本計画に記載されてい

る事業は「スマート改革jの枠組みの中で具体的実現が図られることとな

ります。

なお、一部の事業(データの利活用等)については、別途策定されてい

る「みえ ICT.データサイ エンス推進構想Jと連携して進めます。

3 計画期間

第三次行動計画の計画期間(令和 2(2020)年度から令和 5(2023)年度)に

あわせ、本計画の計画期間は、令和 2(2020)年度から令和 5(2023)年度まで

の4年間とします。
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平成 25(2013)年 6月には、 1Tは日本の社会を抜本的に変革して、安全・

安心 ・快適な国民生活を実現する重要なツールで、あるとの認識のもと、「世

界最先端 1T国家創造宣言」が策定され、情報システム改革やオープンデー

タ・ビッグデータの推進と多様な分野でのデータ活用、インフラ環境や人材

の育成などの取組が積極的に展開されま した。

( 1) r世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」

平成 28(2016)年 12月には、官民データ利活用のための環境を総合的か

っ効率的に整備するため、「官民データ活用推進基本法」が公布 ・施行され

ました。

これを受けて、平成 29(2017)年の 1T戦略からは、同法に基づく官民デー

タ活用推進基本計画が加わり、「世界最先端 1T国家創造宣言・官民データ

活用推進基本計画J(平成 29(2017)年 5月 30日閣議決定)が、平成

30(2018)年には「世界最先端デジタル国家創造宣言 ・官民データ活用推進

基本計画J(平成30(2018)年 6月閣議決定。令和元(2019)年 6月全部変更。)

が策定されています。

世界最先端デジタル国家創造宣言で、は、国民が安全で安心して暮らせ、

豊かさを実感できる社会の実現をめざし、デジタル技術の恩恵を誰もが享

受できる「デジタル社会」に向けた重点課題を取りまとめ、社会実装を強

く意識して、国民生活・経済活動の質を高めるのに能動的かつ積極的に活

用し、産業競争力の強化にとどまらず社会課題の解決にまで役立てていく

ことが宣言されています。

また、官民データ活用推進基本計画は、新しい社会インフラとしての「デー

タ利活用のための基盤」の整備を、国と各地方公共団体等が一体となって

全体を術搬しながら取り組むためのいわば 「見取図」とされています。

この 「見取図」を基に、 Society5.0時代にふさわしい、デジタルー技術の

恩恵を誰もが享受できる「新たな社会システム」への移行を図り、国民が

安全で安心して暮らせ、豊かさを実感できる社会を実現することをめざし

ています。
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第3章基本的な考え方

1 三重県の現状と課題

(1)業務の生産性向上と働き方の見直し

三重県では、これまで、 ICTを活用した行政事務の効率化 ・高度化に

向けて、情報通信基盤の整備に取り組んできました。また、市町と連携し

た取組として、情報セキュリティ対策の抜本的強化を図る自治体情報セキ

ュリテイクラウドの構築などにも取り組んできました。

「第2章 ICT及び国の情報化政策の動向」のとおり、人口減少によ

る労働力不足の中、自治体における行政サービスの質や水準を維持 ・向上

していくためには、経営資源が大きく制約されることを前提として、既存

の制度 ・業務を大胆に再構築する必要があります。三重県においても、職

員の年齢構成が偏っており、ベテラン職員の大量退職に伴う人的リソース

の確保が困難になっていくと考えられています。

つまり、このまま既存の情報システムを利用し続けるだけでは、こうし

た課題に対応することは困難であり、近年、続々と登場している ICTの

新たな技術などを積極的に活用して、業務の自動化 ・省力化を図る必要が

あります。そのため、三重県では、従来の取組に加え、 Society5.0の考え

方や視点、に基づいた改善 ・改革に向けて、 A1 . R P A等の新しい技術の

活用に取り組んでいます。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ、より柔軟かっ

弾力的な働き方の実現に向け、 Web会議やモバイノレワーク、在宅勤務等

の環境整備を進め、 ICTを活用した働き方の見直しに取り組んでいると

ころです。

これらの取組を積極的に展開していくことで、生産性の向上と正確性の

確保の両立が可能となり、これまで長時間を要していた事務作業から職員

を解放し、職員は企画立案業務や県民への直接的なサービスの提供など、

職員でなければできない業務に注力し、県民サービスの向上へとつながる

と考えています。

(2)県民サービスの向上

ICTの活用は、行政の生産性の向上のみならず、県民にとって利便性

が向上する機会とする必要があります。三重県では、これまで、 三重県電

子申請・届出システムを活用した行政手続のオンライン化を推進してきま

した。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、行政窓口へ直接行くことなく
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手続きを済ませたいというニーズは、これまで以上に高まっていますが、

電子申請に対する県民のニーズ、に対応しきれているとは言い難く 、今後も

行政手続のオンライン化を不断に検討する必要があります。

一方、感染症の拡大により判明したことは、 ICTを活用する知見があ

る人とそうでない人で、 受けられるサービスが大きく変わりうる、 二極化

が起きる可能性があるということです。デジタルデ、パイドの観点から、誰

でも ICTによる利便性の向上を享受できるよう、行政としても取り組む

必要があります。

(3)社会課題の解決とデータ活用の推進

【社会課題の解決や社会変革の後押し】

A 1等をはじめとした ICTは、単に業務の生産性やサービスレベルの向上

だけでなく、地域が抱える課題を解決に導くためのツーノレとしても活用すべき

です。 三重県においては、令和元(2019)年度にA1を活用した児童虐待対

応システムの実証実験を全国で初めて実施したほか、人流データや検索デ

ータ等のビッグデータの新型コロナウイルス感染症対策への活用などに

取り組み、成果を上げています。また、 A1技術を活用した避難行動促進

やウェアラフやル端末を活用した生活習慣の「見える化Jなどにも取り組み

はじめたところです。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、 ICTをはじめテクノロ

ジーを活用した社会課題の解決は、ますます重要になると考えられ、行政

が施策を考案する際にはこの視点を常に持つ必要があります。一方で、こ

れらを進めるためには、技術への理解があり、具体的課題に適用すること

を考えられる人材を育成する必要があります。

【行政データのオープン化と産学官連携によるデータ活用の推進】

世界の産業の主戦場は、ビッグデータを取得してA1や 10 Tと組み合

わせ、市場を獲得していくような領域にシフトしています。 Society5.0で

活用される AIや 10 Tなどのイノベーションを支える 「エンジン」は「デー

タ」であるといえ、データを活用することの重要性は日増しに高くなって

います。

こうした状況に対応し、 Society5.0が実現する社会をめざすためには、

三重県や県内市町の保有するデータを商業利用可能な形で公開する 「オー

プンデータjの取組によるデータのオープン化を進めつつ、行政データと

その他のさまざまなデータを合わせて活用することにより、地域産業の活

性化や地域課題の解決に取り組んでいく必要があります。

しかしながら、こうした取組を進めるために必要な圏内の ICT人材や
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データ活用人材は不足している状況にあり、これら人材の育成が喫緊の課

題となっています。
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変化に対応し、利便性とセキュリティ対策の確保を両立したクラウドサービ

スの利用等により、情報システムの最適化を図っていきます。

さらに、 ICT環境の急速な発展に伴う新たな脅威にも対応できるよう、

情報セキュリティの技術的対策の確保に取り組むとともに、情報セキュリティ

意識の向上とセキュリティ人材の育成を推進します。

基本方針 2 I C Tを活用した県民サービスの向上

また、令和元(2019)年 6月5日に公布された「情報通信技術を活用した行

政の推進等に関する法律J(令和元(2019)年法律第 20号)(以下、「デジタル

行政推進法」という。)において明確化された、行政のあらゆるサービスを

最初から最後までデジタノレで、完結させるために不可欠なデジタル化 3原則

(デジタルファ ースト、ワンスオンリ 一、コネクテッド ・ワンストップ)に

基づき、行政手続のオンライン化をさらに推進していきます。

また、利便性向上施策の一つであるキャッシュレス決済の推進に関しては、

「三重県キャッシュレス推進方針」に基づく取組を進めます。

デジタルデ、パイドについては、令和 2(2020)年度から本格的な運用が始ま

った 5Gも含め、県内地域聞に情報通信格差を生じさせない環境を実現させ

ていくほか、あらゆる情報がインターネット等のオンライン上の利用が前提

となりつつある中、誰もがデジタル化の恩恵を受けられるよう、アクセシピ

リティの高い情報発信を進めていくとともに、行政手続のオンライン化に向

けては、誰もが利用しやすいシステムを検討していきます。

基本方針3 テクノロジーを活用した社会課題の解決、新たな価値の創出

データ活用のみならず、 ICTやA1等のデジタル技術を活用することに

より、さまざまな社会課題を解決できる可能性があることから、県庁の政策

立案過程において、デジタノレ技術を活用する余地があるかどうかの検討を行

います。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、デジタル技術を活用した社会課題

の解決は、ますます重要となります。オンライン教育やテレワーク環境の整備な

ど、 DXによりチャンスをつかむ取組を進めます。

一方、三重県が持つ豊富な資源を活用し、三重らしさを持つ地域づくりを進め

ることも重要であり、デジタル技術も活用した取組を進めます。

このような政策立案を進めるためには、技術への理解や、具体的課題に技

術を適用できる人材が必要であり、さらなる社会課題解決に向け、県職員の

人材育成を進めます。

ICT.データ活用を通じた新しい価値の創出については、 三重県の 「オ
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ープンデータライブラリJの充実と県内市町も含めた行政データのオープン

化を推進していきます。また、 ICTやデータの活用に関しては、各分野が

主体となり推進していくこととし、「みえ ICT・データサイエンス推進構

想」における「データ活用プロジェクト支援機能J等の仕組みを有効に活用

して、積極的に取り組んでいきます。

さらに、 ICTやデータを活用した取組を進めるためには、同時にそれら

に関する知識やノウハウを有した人材が必要であることから、これらの人材

育成に取り組み、 ICTやデータ活用が県の事業だけにとどまらず、県内で

広く取り組まれるよう進めていきます。自治体としてもデータに基づいた地

域課題の解決をめざします。

【市町との協働の視点について】

県内市町においても、自治体職員の労働力不足が、今後、ますます深刻

になることは明白であり、既存の業務のあり方を大胆に再構築することは

喫緊の課題となっています。全国的にも ICTを活用したスマート自治体

の実現に向けた取組が始まっていますが、単独では導入に踏み切ることが

困難な市町も多くあります。そのため、 三重県では、令和元(2019)年度か

ら市町がスマート化を進める上での課題を共有しながら協議・研究を進め

る場を設けています。

Society5.0の核となる A1 . R P A等の利活用については、自治体運営

の改善、住民サービスの向上の観点から、その活用方法の検討を進める必

要がありますが、 A1 . R P A等の最新技術を扱うことのできる人材や効

果を理解し導入を推進していく人材が必要であり、その育成が課題となっ

ています。

また、今後ますます厳しくなる自治体経営を見据え、複数団体での連携

が可能かどうかについても検討していく必要があります。

以上の観点から、上記の基本方針 1から 3までは、県と市町が緊密に連

携し、オール三重県で、進めていくという視点をもって取り組みます。
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第5章推進体制

知事を長とする「三重県行財政改革・デジタル戦略推進本部」において、本

計画に基づく取組を推進するとともに、スマート改革推進課が全体を取りまと

め、推進します。

取組の推進にあたっては、PDCAサイクルに基づき、的確な進行管理に努

めます。

各取組の進捗状況については、年度ごとにわかりやすい形でとりまとめ、知

事を長とする庁内会議に報告します。

今後の社会経済情勢や ICTを取り巻く状況の変化に迅速・的確に対応する

ため、取組内容や進め方などについて、柔軟かっ俊敏に見直しを行います。

取組を進めるにあたっては、効果的な取組となるよう市町と連携を図ってい

きます。
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